
令和６年度人口減少に係る調査分析等業務委託 企画提案募集要項

１ 業務内容等

(1) 業務目的

総務省の人口動態調査によると、静岡県は、10 年前と比べた人口増減率が△4.5％、10 か

年計の人口増減数が△189,936 人となるなど、人口減少が進行している。（3,823,709 人（2013

年） ⇒ 3,633,773 人（2022 年））

自然減の観点では、厚生労働省の人口動態統計によると、2013 年時点における出生率・死

亡率の差は 2.3 であったが、2022 年時点には 7.7 まで増加しており、出生率と死亡率の差が

10 年間で約 3.3 倍に拡大している。

社会減の観点では、総務省の住民基本台帳人口移動報告によると、10 歳・20 歳代を合わせ

て、毎年 6,000 人から 7,000 人程度の転出超過が継続している。

人口減少は、経済規模の縮小や人材不足、地域コミュニティの衰退など、地域社会に様々

な課題を生じさせるものである。このため、できる限り人口減少の進行を抑制するとともに、

人口減少社会に適応した持続可能な地域づくりを進めていくことが極めて重要である。

それには、既存の統計情報を把握することに加え、有効なデータを収集する調査を実施し、

それらを分析することで、現状を適切に把握し、要因分析した上で、有効な施策の立案に繋

げていくことが重要である。

そこで、本業務では、適切な現状把握をするため、各種統計を活用した現状の整理のみな

らず、アンケート等必要な調査を実施し、各種統計と組み合わせて人口減少の詳細な要因分

析を実施する。

特に、本県では、県内在住の若者が進学及び就職時に県外へ流出し、県内に戻らないこと

が人口流出の大きな要因となっている。若者の意識や行動の実態を明らかにするため、本県

出身で現在東京圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）に在住している若者に対し、本県か

らの転出理由等の要因に関するアンケート調査を令和元年度に実施したところであるが、再

度同じアンケート調査を実施して経年変化を把握するとともに、新たに、県内在住者を対象

に意識調査を実施することで、本県の強みと弱みを洗い出し、効果的な若者の流出抑制、還

流の促進につなげる。

加えて、「地域に根付いた祭りや平均気温と人口減少の関係」といった、新たな切り口によ

る要因分析と施策の方向性の提言を行うことで、本県の長期的な人口ビジョンの策定や新た

な施策立案に繋げていく。

(2) 業務名

令和６年度人口減少に係る調査分析等業務委託

(3) 契約者

静岡県知事

(4) 業務内容

別添「企画提案説明書」のとおりとするが、提案を選定した後、県と契約予定者の間で協

議し、業務仕様書を決定するものとする。



(5) 業務期間

契約締結日から令和７年３月 31 日(月)まで

(6) 契約限度額

15,000,000 円(消費税及び地方消費税相当額を含む)

(7) 担当部局及び書類提出先等

〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町９番６号 静岡県庁東館４階

静岡県政策推進局総合政策課 総合政策班

（電話番号）054-221-3285 （FAX）054-221-2750

（電子メール）sogo_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp

２ 応募資格

次に掲げる条件をすべて満たす者とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者

（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)

に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者

を除く。）でないこと。

(3) 最近１年間に国税又は地方税を滞納している者でないこと。

(4) 下記に該当する者でないこと。

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77 号。以下「法」

という。）第２条第２号に該当する団体（以下「暴力団」という。）

イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等（法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力

団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）

である者

ウ 法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者を

いう。）が暴力団員等である者

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をも

って暴力団又は暴力団員等を利用している者

オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積

極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者

カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の

購入契約その他の契約を締結している者

３ 企画提案の手続き

(1) スケジュール

ア 企画提案説明書等の公表 令和６年５月 30日（木）

イ 実施内容等に関する質問書の提出期限 令和６年６月３日（月）午後４時まで

ウ 質問に対する回答 令和６年６月６日（木）まで



エ 参加表明書の提出期限 令和６年６月７日（金）午後４時まで

オ 企画提案書等の提出期限 令和６年６月 12日（水）午後４時まで

カ 審査対象者選定の通知 令和６年６月 13日（木）まで

キ プレゼンテーション及びヒアリング 令和６年６月 17日（月）

ク 審査結果の通知 令和６年６月 19日（水）まで

(2) 参加表明書の提出

本企画提案に参加を希望する者は、別表１の提出資料を令和６年６月７日（金）午後４時

までにメールにより上記１(7)へ提出すること。

(3) 実施内容等に関する質問及び回答

ア 本募集要項等に関して質問がある場合は、書面（様式自由）により上記１(7)の電子メー

ルへ令和６年６月３日（月）午後４時までに提出すること。あわせて、その旨を電話で

連絡すること。

イ 上記アの書面には、担当窓口の部署、担当者名、電話及び電子メール等を併記すること。

ウ 質問に対する回答は、質問を受理した日から５日以内に質問者に対して電子メールによ

り行うほか、上記１(7)での閲覧、静岡県総合政策課ホームページ（https://www.pref.s

hizuoka.jp/kensei/introduction/soshiki/1001836/1040979/1011488.html）に掲載する。

(4) 企画提案書等の提出

ア 別表２の提出資料を令和６年６月 12 日（水）午後４時までにメールにより上記１(7)へ

提出すること。

イ 本募集要項において記載された事項以外の内容を含む企画提案書等については、その部

分を無効とする。

ウ 書類の作成に用いる言語は、日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法に

よるものとし、文字サイズは原則 11ポイント以上とする。

エ 提出書類について、この書面及び企画提案説明書、別添の書式に示された条件に適合し

ない場合や、記載漏れ、不整合等がある場合は、企画提案書等を無効とすることがある。

(5) 審査対象者の選定

ア 企画提案書等を提出した者が５者を越えた場合は、企画提案書等の一部を評価し、審査

対象者として評価点の高い者から５者を選定することがある。ただし、合計点が５番目

に高い者が複数存在した場合は、見積額の低い者を優先して選定する。

イ 審査対象者に選定された者に対しては、選定された旨を電子メールにより、令和６年６

月 13日（木）までに通知する。

ウ 選定されなかった者（以下、「非選定者」という。）に対しては、選定されなかった旨と

その理由を電子メールにより、令和６年６月 13 日（木）までに通知する。

エ 非選定者は、選定されなかった理由について説明を求めることができる。

オ 上記エの説明を求める場合には、書面（様式自由）により上記１(7)の電子メールへ令和

６年６月 17 日（月）午後４時までに提出すること。あわせて、その旨を電話で連絡する

こと。

カ 説明を求めた者に対しては、電子メールにより、令和６年６月 20 日(木)までに回答す

る。



(6) 企画提案書等のプレゼンテーション及びヒアリング

審査対象者に選定された者に対しては、企画提案書等のプレゼンテーション及びヒアリン

グを次のとおり実施する。

ア 予定日時 令和６年６月 17 日（月）午前の県が指定した時間

イ 実施方法 WEB 会議方式（詳細な方法は別途通知する。）

ウ 所要時間 １者に対し 35分程度（説明 20 分以内、質疑応答 15 分程度）とする。

４ 契約予定者の特定

(1) 契約予定者の特定方法

審査は提出書類、プレゼンテーション及びヒアリングの内容に基づき、県が別に定める提

案審査委員会において、別表３により評価し、契約予定者を特定する。

(2) 契約予定者への通知

契約予定者として特定された者には、特定通知書により令和６年６月 19 日(水)までに電子

メールにて通知する。また、次点の提案者についても、次点契約予定者特定通知書により令

和６年６月 19日(水)までに電子メールにて通知する。

(3) 契約に係る協議

県は契約予定者と業務履行に必要な協議を令和６年６月 25 日（火）までに行い、協議が整

った場合は当該契約予定者から見積書を徴取し内容を精査の上、随意契約による業務委託契

約を締結する。

なお、契約に当たっては、企画提案内容（参考見積書を含む）をもって契約するとは限ら

ない。また、契約予定者との協議の結果、合意に至らなかった場合又は契約予定者が上記「２

応募資格」を満たさなくなったとき、若しくは不正と認められる行為をしたことが判明した

場合は、次点契約予定者と協議を行う。

５ 非特定に関する事項

(1) 契約予定者として特定されなかった者（次点契約予定者を除く）に対しては、非特定通知

書により特定されなかった旨とその理由（非特定理由）を、電子メールにて令和６年６月

19 日(水)までに通知する。

(2) 非特定通知書を受けた者は、特定されなかった理由について説明を求めることができる。

(3) 上記(2)の説明を求める場合は、書面（様式自由）により上記１(7)の電子メールへ令和６

年６月 21 日（金）午後４時までに提出すること。あわせて、その旨を電話で連絡すること。

(4) 上記(3)で説明を求めた者に対しては、電子メールにて令和６年６月 25 日(火)までに回答

する。

(5) 契約予定者との協議が整った場合、協議が整った日から５日以内に、次点契約予定者に協

議の不実施を電子メールにて通知する。

(6) 上記(5)の通知を受けた者は、次点となった理由について説明を求めることができる。

(7) 上記(6)の説明を求める場合は、(5)の通知のあった日から５日以内に書面(様式自由)を上

記１(7)へメール、郵送又は持参すること。

(8) 上記(7)で説明を求めた者に対しては、電子メールにより、上記(7)を県が受理してから５



日以内に回答する。

６ 契約条件

(1) 契約書の作成

契約の締結に当たっては、契約書を作成しなければならない。

(2) 契約保証金

免除する。

７ その他

(1) 企画提案は、１者につき１案とする。

(2) 企画提案書等の作成、提出及びヒアリング等にかかる全ての費用は、提案者の負担とする。

(3) 企画提案書等に虚偽の記載をした場合には、企画提案書等を無効とする。

(4) 提出された企画提案書等は返却しない。また、提出された企画提案書等は、契約予定者の

特定以外に提案者に無断で使用しない。なお、特定された企画提案書等を公開する場合に

は、事前に提案者の同意を得るものとする。

(5) 企画提案書等提出後において、記載された内容の変更を認めない。また、企画提案書等に

記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のや

むをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の担当者であるとの県の了解を得な

ければならない。



別表１ 参加表明の提出資料

別表２ 企画提案書等の提出資料

提出資料 部数 内容に関する留意事項

参加表明書

（様式１）
１部 ・代表者名を記名のうえで提出すること。（押印不要）

会社概要書

（様式２）
１部 ・会社概要が分かるパンフレット等を添付すること。

提出資料 部数 内容に関する留意事項

企画提案書

（様式任意）

１部

・企画提案書には、業務目的を理解したうえで、本業務を実施するた

めの実施体制や各提案における具体の手法等を記載する。

・企画提案書には、次の項目を設けること。

① 実施体制等（Ａ４判２ページ以内又はＡ３判１ページ以内）

・業務実施体制、業務実施スケジュールを記載すること。

・他企業と連携して本企画提案に参加する場合には、各企業の役

割分担を明示すること。

② 提案内容(１)（Ａ４判２ページ以内又はＡ３判１ページ以内）

・企画提案説明書４の１「現状の整理」について、把握すべき「統

計情報」を記載すること。

③ 提案内容（２）（Ａ４判２ページ以内又はＡ３判１ページ以内）

・企画提案説明書４の２「各種調査による詳細な要因分析」につ

いて、要因分析の手法を記載すること。

④ 提案内容（３）（Ａ４判２ページ以内又はＡ３判１ページ以内）

・企画提案説明書４の３「意識調査」について、①と②の具体的

な調査方法を記載すること。

⑤ 提案内容（４）（Ａ４判２ページ以内又はＡ３判１ページ以内）

・企画提案説明書４の４「新たな切り口による要因分析」につい

て、新たな切り口又は切り口の調査方法と、新たな切り口によ

る要因分析の手法を記載すること。

業務の実施者

（様式３） １部
・業務を実施する者全てについて、関連業務実績と担当する役割を記

載すること。

類似業務実績

（様式４）

１部

・類似業務は、国又は地方公共団体より受注した「人口減少に係る調

査分析」「長期人口ビジョンの策定」等の本委託業務における業務

内容に類する業務を記載する。

・類似業務は、令和元年４月１日から参加表明書提出日までに完了し

ている主な業務を記載し、５件を上限とする。

参考見積書

（様式自由）

１部

・見積書は、業務内容及び企画提案書に記載した内容を踏まえて必要

な経費を算出する。

・見積書は、企画提案説明書に記載した業務内容ごとに積算するこ

と。



別表３ 評価項目

評価項目
配点

(点)

１ 業務実施体制及びスケジュール、業務実績 20

(1) 業務を確実かつ迅速に遂行するための体制が確保されているか。 10

(2) 業務実施スケジュールの妥当性が高く、その内容が優れているか。 5

(3) 本業務を効果的に実施するにあたり十分な実績を有しているか。 5

２ 企画提案内容 75

(1) 現状の整理 10

ア 既存の各種統計情報を網羅的に把握できているか。 5

イ 各種統計情報をもとに、現状を適切に整理できるか。 5

(2) 各種調査による詳細な要因分析 20

ア 整理した現状について要因分析するために、効果が期待できる独自

の調査を実施できるか。
10

イ 県内全体だけでなく、県内４地域別に分析できるか。 10

(3) 意識調査 15

ア 東京圏に在住している若者に対するアンケート調査を適切に実施で

きるか。
5

イ 県内在住者を対象とした意識調査について、調査の企画・設計から

データのとりまとめ・分析まで、適切に実施できるか。
10

(4) 新たな切り口による要因分析 20

ア これまでにないような、新たな切り口による要因分析が期待できる

か。
10

イ 新たな切り口による要因分析の手法は、適切であり、結果が見込め

るか。
10

(5) 施策の方向性の提言 5

本県の人口減少対策に関する施策の方向性について、適切かつ魅力的な

提言が期待できるか。
5

(6) 長期的な人口ビジョンの策定補助 5

県の策定作業に対して柔軟に対応し、補助することが期待できるか。 5

３ 参考見積価格 5

各業務に係る経費が明確に示されており、適切な金額となっているか。 5

合 計 100


